
 
 

 
 

議案第 1号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について  1

議
案
第
一
号 

 
 

 
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に 

 
 

 

つ
い
て 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
一
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
二
の
九 

災
害
応
急
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
項
中
□
七
一
〇
円
□
を
□
九

五
〇
円
□
に
□
□
一
□
〇
八
〇
円
□
を
□
一
□
四
四
〇
円
□
に
改
め
□
同
表
の
十
七 

警
察
事
務
に
従
事

す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
項
㈥ 

特
別
救
助
等
作
業
手
当
の
目
中
□
八
四
〇
円
□
を
□
一
□
一
二
〇

円
□
に
□
□
一
□
〇
八
〇
円
□
を
□
一
□
四
四
〇
円
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
等
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
□
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
□
以
下

□
新
条
例
□
と
い
う
□
□
の
規
定
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

 

□
特
殊
勤
務
手
当
の
内
払
□ 

２ 

改
正
前
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の

条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
職
員
に
支
払
わ
れ
た
特
殊
勤
務
手
当
は
□
新
条
例
の
規
定
に
よ

る
特
殊
勤
務
手
当
の
内
払
と
み
な
す
□ 



 
 

 
 

議案第 2号 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 2

議
案
第
二
号 

 
 

 
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の

よ
う
に
制
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
一
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
 

 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
二
年
千
葉
県
条
例
第
一

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
条
中
□
限
る
□
□
□
□
を
□
限
る
□
□
並
び
に
□
に
改
め
□
□
並
び
に
同
表
第
六
十
四
号
上
欄
に

掲
げ
る
事
務
□
を
削
る
□ 

 

別
表
第
一
号
上
欄
イ
を
削
り
□
同
欄
ロ
中
□
□
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物

に
係
る
も
の
に
限
る
□
□
□
を
削
り
□
同
欄
中
ロ
を
イ
と
し
□
同
欄
ハ
中
□
□
ロ
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

も
の
に
限
る
□
□
□
を
削
り
□
同
欄
中
ハ
を
ロ
と
し
□
同
欄
ニ
中
□
□
ロ
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に

限
る
□
□
□
を
削
り
□
同
欄
中
ニ
を
ハ
と
し
□
同
欄
ホ
中
□
□
ロ
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
□
□
□
を
削
り
□
同
欄
中
ホ
を
ニ
と
し
□
同
表
第
一
号
の
二
下
欄
中
□
佐
倉
市
□
の
下
に
□
□
東
金

市
□
を
加
え
□
□
山
武
郡
横
芝
光
町
□
を
□
山
武
郡
芝
山
町
及
び
横
芝
光
町
□
に
改
め
□
同
表
第
六
十
号

上
欄
中
□
□
以
下
□
を
□
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
以
下
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
□
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

一 

第
三
条
の
改
正
規
定 

令
和
九
年
一
月
一
日 

 

二 

別
表
第
一
号
の
二
の
改
正
規
定
□
□
佐
倉
市
□
の
下
に
□
□
東
金
市
□
を
加
え
る
部
分
を
除

く
□
□
及
び
附
則
第
五
項
の
規
定 

令
和
九
年
一
月
四
日 

 

三 

別
表
第
一
号
の
二
の
改
正
規
定
□
□
佐
倉
市
□
の
下
に
□
□
東
金
市
□
を
加
え
る
部
分
に
限

る
□
□
及
び
附
則
第
六
項
の
規
定 

令
和
九
年
一
月
二
十
日 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条



 
 

 
 

議案第 2号 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について  3 

例
□
以
下
□
新
条
例
□
と
い
う
□
□
別
表
第
一
号
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
特
定
空
港
周
辺
航
空
機

騒
音
対
策
特
別
措
置
法
□
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
□
以
下
□
特
措
法
□
と
い
う
□
□
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
□
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
□
以
下

□
施
行
日
□
と
い
う
□
□
以
後
に
お
い
て
は
同
表
第
一
号
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
の
長
が
管
理
し
□
及
び

執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
□
施
行
日
以
後
に
お
け
る
特
措
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
□

当
該
市
町
の
長
の
し
た
処
分
と
み
な
す
□ 

３ 

施
行
日
前
に
特
措
法
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
事
務
で
□
施
行
日
以
後

に
お
い
て
は
新
条
例
別
表
第
一
号
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
の
長
が
管
理
し
□
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る

も
の
に
つ
い
て
は
□
新
条
例
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
知
事
が
管
理
し
□
及
び
執
行
す
る
□ 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
は
□
当
該
処
分
後
に
お
け
る
特
措
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
□

新
条
例
別
表
第
一
号
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
の
長
の
し
た
処
分
と
み
な
す
□ 

５ 

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
新
条
例
別
表
第
一
号
の
二
上
欄
に
掲
げ
る
事

務
に
係
る
法
令
□
以
下
□
法
令
□
と
い
う
□
□
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他

の
行
為
□
同
日
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
提
出
で
□
同
日

前
に
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
む
□
□
に
係
る
事
務
で
□
同
日
以
後
に
お
い
て
は
山
武
郡
芝
山
町
長

が
管
理
し
□
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
新
条
例
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
□
知
事
が
管
理
し
□
及
び
執
行
す
る
□ 

６ 

附
則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ

た
申
請
そ
の
他
の
行
為
□
同
日
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

提
出
で
□
同
日
前
に
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
む
□
□
に
係
る
事
務
で
□
同
日
以
後
に
お
い
て
は
東

金
市
長
が
管
理
し
□
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
新
条
例
第
二
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
□
知
事
が
管
理
し
□
及
び
執
行
す
る
□ 



 
 

 
 

議案第 3号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 4

議
案
第
三
号 

 
 

 
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の

よ
う
に
制
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
一
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
 

 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

 

□
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
□ 

第
一
条 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条

例
第
八
十
五
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
四
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

 

３ 

前
項
の
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
□
て
は
□
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
理
学
療
法
士
□
作
業
療

法
士
□
言
語
聴
覚
士
□
心
理
担
当
職
員
□
第
六
十
八
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
心
理
担
当
職
員
を
い

う
□
□
又
は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
□
て
□
障
害
児
の
療
育
の

指
導
を
行
う
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
□
か
つ
□
子

育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
□
以
下
□
特
定
理
学
療
法
士
等
□
と
い
う
□
□
を
□
一

人
に
限
り
□
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
□
た
だ
し
□
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行

う
に
当
た
□
て
は
□
当
該
保
育
所
の
保
育
士
□
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域

内
に
あ
る
保
育
所
に
あ
□
て
は
□
保
育
士
□
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保

育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
い
い
□
附
則
第
四
条
□

第
十
一
条
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
□
□
に
よ
る
支
援
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 
 

附
則
第
四
条
中
□
こ
の
条
に
お
い
て
□
を
削
り
□
□
一
□
を
□
一
人
□
に
改
め
□
同
条
た
だ
し
書
中

□
保
育
士
□
の
下
に
□
□
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
士
を
い
い
□
同
条
第
三
項
□
附
則
第
十
一
条

又
は
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
及
び
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支

援
を
行
う
者
を
除
く
□
□
□
を
加
え
る
□ 

 
 

附
則
第
十
三
条
中
□
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
を
い
い
□
を
□
第
四
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
士
を
い
い
□
同
条
第
三
項
□
に
改
め
□
□
保
育
士
の
数
□
□
を
削
り
□
□
が

な
い
□
を
□
が
な
い
も
の
□
に
□
□
も
の
を
い
う
□
□
□
を
□
保
育
士
の
数
□
に
改
め
る
□ 



 
 

 
 

議案第 3号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 5

 
 

附
則
中
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
□
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
□ 

 
第
十
四
条 

第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び
保
健
師

等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
□
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
□
て
□
当
該
保

育
所
の
保
育
士
□
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
□
□
に
よ
る
支
援
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

□
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
□ 

第
二
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
□
平
成
十
八
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
四
号
□
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

附
則
第
三
項
中
□
主
幹
養
護
教
諭
□
の
下
に
□
□
主
務
養
護
教
諭
□
を
加
え
る
□ 

 
 

附
則
第
七
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

別
表
職
員
資

格
の
項
基
準

の
欄
第
六
号 

別
表
職
員
資
格
の
項
基
準
の
欄
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資

格
を
有
す
る
者 

理
学
療
法
士
□
作
業
療
法

士
□
言
語
聴
覚
士
□
心
理

担
当
職
員
□
学
校
教
育
法

の
規
定
に
よ
る
大
学
□
短

期
大
学
を
除
く
□
□
若
し

く
は
大
学
院
に
お
い
て
□

心
理
学
を
専
修
す
る
学

科
□
研
究
科
若
し
く
は
こ

れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
□

て
□
個
人
心
理
療
法
及
び

集
団
心
理
療
法
の
技
術
を

有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い

う
□
□
又
は
障
害
児
の
療

育
に
関
す
る
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
者
で
あ
□

て
□
障
害
児
の
療
育
の
指

導
を
行
う
業
務
に
五
年
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
□
か
つ
□
子
育
て
に

関
す
る
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
者
□
以
下
□
特
定

理
学
療
法
士
等
□
と
い

う
□
□ 

 
 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 
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８ 

附
則
第
六
項
及
び
別
表
職
員
資
格
の
項
基
準
の
欄
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
保
健
師
等
及
び
特
定
理

学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
□
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
□
て

当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
□
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う

者
を
除
く
□
□
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 
 

別
表
職
員
配
置
の
項
第
二
号
中
□
三
十
五
人
以
下
□
満
四
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
ど
も
の
学
級
に
あ
□
て
は
□
三
十
人
以
下
□
□
を
□
三
十
人
以
下
□
に
改

め
□
同
表
職
員
資
格
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
 

六 

第
一
号
□
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有

す
る
者
に
つ
い
て
は
□
一
人
に
限
□
て
□
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等

を
も
□
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
□
た
だ
し
□
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
は
□
補
助
者
と
し
て
従

事
す
る
場
合
を
除
き
□
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
ず
□
当
該
特
定
理
学
療
法

士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
□
て
は
□
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

□
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
□
職
員
□
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正
□ 

第
三
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
□
職
員
□
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
□
平
成
二
十
六
年
千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
五
条
第
二
項
中
□
三
十
五
人
以
下
□
満
四
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
あ
る
子
ど
も
の
学
級
に
あ
□
て
は
□
三
十
人
以
下
□
□
を
□
三
十
人
以
下
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
表
の
備
考
第
一
号
中
□
指
導
保
育
教
諭
□
の
下
に
□
□
主
務
保
育
教

諭
□
を
加
え
□
同
表
の
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
 

 

五 

こ
の
表
の
備
考
の
一
の
規
定
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
□
一
人
に
限
□
て
□
当
該
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
理
学
療
法
士
□
作
業
療
法
士
□
言
語
聴
覚
士
□
心
理
担
当
職
員

又
は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
□
て
□
障
害
児
の
療
育
の
指

導
を
行
う
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
□
か
つ
□

子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
□
以
下
□
特
定
理
学
療
法
士
等
□
と
い
う
□
□

を
も
□
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
□
た
だ
し
□
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
は
□
補
助
者
と
し
て

従
事
す
る
場
合
を
除
き
□
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
ず
□
当
該
特
定
理
学

療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
□
て
は
□
こ
の
表
の
備
考
の
一
の
規
定
に
定
め
る
者
に
よ
る

支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 
 

第
六
条
第
五
項
第
二
号
中
□
主
幹
養
護
教
諭
□
の
下
に
□
□
主
務
養
護
教
諭
□
を
加
え
る
□ 

 
 

第
十
四
条
第
一
項
の
表
第
六
条
第
一
項
の
項
及
び
同
条
第
二
項
中
□
第
十
四
条
第
六
項
□
を
□
第
十

四
条
第
七
項
□
に
改
め
る
□ 
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附
則
第
六
条
中
□
主
幹
養
護
教
諭
□
の
下
に
□
□
主
務
養
護
教
諭
□
を
加
え
る
□ 

 
 

附
則
第
九
条
中
□
前
三
条
□
を
□
第
六
条
第
三
項
の
表
の
備
考
の
五
及
び
前
三
条
□
に
□
□
第
六
条

第
三
項
の
表
□
を
□
同
表
□
に
□
□
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
□
を
□
特
定
理
学
療
法
士
等
□
小

学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
□
に
改
め
る
□ 

 
 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
□ 

 

第
十
条 

第
六
条
第
三
項
の
表
の
備
考
の
五
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及

び
保
健
師
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
□
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
□
て

同
表
の
備
考
の
一
の
規
定
に
定
め
る
者
□
同
表
の
備
考
の
五
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う

者
を
除
く
□
□
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

□
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
改
正
□ 

第
四
条 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

□
令
和
六
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
五
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

附
則
第
四
項
の
見
出
し
を
削
り
□
同
項
中
□
第
六
条
第
三
項
の
規
定
□
の
下
に
□
□
満
四
歳
以
上
の

園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
□
□
□
を
加
え
□
同
項
を

附
則
第
六
項
と
し
□
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
□
□
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
□

職
員
□
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
□
□
を
付
し
□

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

 

７ 

園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
□
教
育
及
び
保
育
の
提
供

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
□
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
□
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
□
職
員
□
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
□
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
園
児
の
教
育
及
び
保
育

に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
□
□
は
□
適
用
し
な
い
□
こ
の
場
合
に
お
い

て
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
□
職
員
□
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
□
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
園

児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
□
□
は
□
こ
の
条
例
の
施

行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
□
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
□ 

 
 

附
則
第
三
項
の
見
出
し
を
削
り
□
同
項
中
□
当
分
□
を
□
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
□
に
改

め
□
□
第
一
号
の
規
定
□
の
下
に
□
□
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育

に
従
事
す
る
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
□
□
□
を
加
え
□
同
項
を
附
則
第
四
項
と
し
□
同
項
の
前

に
見
出
し
と
し
て
□
□
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
□
□
を
付
し
□
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

 

５ 

子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
□
教
育
及
び
保
育
の
提
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供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
□
当
分
の
間
□
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
認
定

こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
別
表
職
員
配
置
の
項
基
準
の
欄
第
一
号
の
規
定
□
満
四
歳

以
上
の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
□
□
は
□
適

用
し
な
い
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要

件
を
定
め
る
条
例
別
表
職
員
配
置
の
項
基
準
の
欄
第
一
号
の
規
定
□
満
四
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
す

る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
□
□
は
□
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以

後
に
お
い
て
も
□
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
□ 

 
 

附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
削
り
□
同
項
中
□
当
分
□
を
□
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
□
に
改

め
□
□
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
□
の
下
に
□
□
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
に
対
し
保

育
を
提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
□
□
□
を
加
え
□
同
項
の
前
に

見
出
し
と
し
て
□
□
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
□
□
を
付
し
□
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

 

３ 

保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
□
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
は
□
当
分
の
間
□
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
□
満
四
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供

す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
□
□
は
□
適
用
し
な
い
□
こ
の
場
合
に

お
い
て
□
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
□
満
四
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供
す
る
保
育
士
及

び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
□
□
は
□
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
□

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
子
ど
も
の
数
に
つ
い
て

は
□
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
別
表
職
員
配
置

の
項
基
準
の
欄
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
□
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

□
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
□
職
員
□
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
□ 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
園
児
数
に
つ

い
て
は
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
□
職
員
□
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
令
和
十
四
年
三



 
 

 
 

議案第 3号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 9

月
三
十
一
日
ま
で
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
□ 



 
 

 
 

議案第 4号 千葉県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例の制定について 10

議
案
第
四
号 

 
 

 
千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て 

 

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す

る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
一
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
 

 

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
□
平
成
二
十
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
中
□
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
□
を
□
基
礎
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
□
に
改
め
□
□
割
合
□

の
下
に
□
及
び
同
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
を
標
準
と
し

て
条
例
で
定
め
る
割
合
□
を
加
え
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 



 
 

 

議案第 5号 千葉県水道事業等及び造成土地管理事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 11

議
案
第
五
号 

 
 

 
千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の 

 
 

 

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

次
の
よ
う
に
制
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
一
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
 

 

千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の 

 
 

 

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
四
十
一
年
千
葉
県
条

例
第
六
十
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

 

千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
土
地
造
成
・
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例 

 

第
一
条
中
□
造
成
土
地
管
理
事
業
□
を
□
土
地
造
成
・
管
理
事
業
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
□
造
成
土
地
管
理
事
業
□
を
□
土
地
造
成
・
管
理
事
業
□
に
改
め
□
同
条
第

八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

８ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
土
地
造
成
・
管
理
事
業
□
以
下
□
土
地
造
成
・
管
理
事
業
□
と

い
う
□
□
と
し
て
行
う
事
業
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
□ 

 

一 

産
業
用
地
の
造
成
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
施
設
の
整
備
を
行
う
事
業 

 

二 

土
地
及
び
施
設
の
譲
渡
□
貸
付
け
又
は
管
理
を
行
う
事
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
事
業 

 

第
二
条
第
九
項
□
第
三
条
□
第
四
条
第
一
項
□
第
八
条
並
び
に
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
中

□
造
成
土
地
管
理
事
業
□
を
□
土
地
造
成
・
管
理
事
業
□
に
改
め
る
□ 

 

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
表
第
四
□
第
二
条
第
九
項
□ 

事 

業 

事 

業 

区 

域 

一 

第
二
条

第
八
項
第

一
号
に
掲

げ
る
事
業 

千
葉
市
□
市
川
市
□
船
橋
市
□
木
更
津
市
□
松
戸
市
□
成
田
市
□
習
志
野
市
□

柏
市
□
鎌
ケ
谷
市
□
君
津
市
□
袖
ケ
浦
市
□
印
西
市
□
白
井
市
□
富
里
市
□
香

取
市
及
び
山
武
市
並
び
に
印
旛
郡
栄
町
□
香
取
郡
神
崎
町
及
び
多
古
町
並
び
に

山
武
郡
芝
山
町
及
び
横
芝
光
町
の
各
一
部
の
区
域 

 
 

二 

第
二
条

第
八
項
第

二
号
に
掲

千
葉
市
□
市
川
市
□
船
橋
市
□
木
更
津
市
□
松
戸
市
□
成
田
市
□
習
志
野
市
□

柏
市
□
勝
浦
市
□
市
原
市
□
流
山
市
□
鎌
ケ
谷
市
□
君
津
市
□
富
津
市
□
浦
安

市
□
袖
ケ
浦
市
□
印
西
市
□
白
井
市
□
富
里
市
□
香
取
市
□
山
武
市
及
び
い
す



 
 

 
 

議案第 5号 千葉県水道事業等及び造成土地管理事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 12

げ
る
事
業 

み
市
並
び
に
印
旛
郡
栄
町
□
香
取
郡
神
崎
町
及
び
多
古
町
□
山
武
郡
芝
山
町
及

び
横
芝
光
町
並
び
に
夷
隅
郡
御
宿
町
の
各
一
部
の
区
域 

 
 

 
 

 
附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
千
葉
県
水
道
事
業
給
水
条
例
及
び
千
葉
県
水
道
用
水
供
給
条
例
の
一
部
改
正
□ 

２ 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
□
千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る

条
例
□
を
□
千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
土
地
造
成
・
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
□
に
改
め

る
□ 

 

一 

千
葉
県
水
道
事
業
給
水
条
例
□
昭
和
三
十
六
年
千
葉
県
条
例
第
四
十
六
号
□
第
一
条 

 

二 

千
葉
県
水
道
用
水
供
給
条
例
□
令
和
七
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
九
号
□
第
一
条 

 

□
千
葉
県
臨
海
地
域
公
共
緑
地
管
理
基
金
条
例
の
一
部
改
正
□ 

３ 

千
葉
県
臨
海
地
域
公
共
緑
地
管
理
基
金
条
例
□
昭
和
四
十
六
年
千
葉
県
条
例
第
三
号
□
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
一
条
中
□
千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
□
を
□
千
葉

県
水
道
事
業
等
及
び
土
地
造
成
・
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
□
に
□
□
造
成
土
地
管
理
事
業

□
以
下
□
造
成
土
地
管
理
事
業
□
を
□
土
地
造
成
・
管
理
事
業
□
以
下
□
土
地
造
成
・
管
理
事
業
□
に

改
め
る
□ 

 
 

第
二
条
中
□
造
成
土
地
管
理
事
業
□
を
□
土
地
造
成
・
管
理
事
業
□
に
□
□
土
地
管
理
会
計
□
を

□
土
地
造
成
・
管
理
会
計
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
五
条
中
□
土
地
管
理
会
計
□
を
□
土
地
造
成
・
管
理
会
計
□
に
改
め
る
□ 

 

□
千
葉
県
幕
張
新
都
心
地
下
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
□ 

４ 

千
葉
県
幕
張
新
都
心
地
下
駐
車
場
条
例
□
平
成
元
年
千
葉
県
条
例
第
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 
 

第
二
条
中
□
千
葉
県
水
道
事
業
等
及
び
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
□
を
□
千
葉

県
水
道
事
業
等
及
び
土
地
造
成
・
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
□
に
□
□
造
成
土
地
管
理
事
業

に
□
を
□
土
地
造
成
・
管
理
事
業
に
□
に
改
め
る
□ 


